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№
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改正後
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比較
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貸室類型 条例・規則名

56
東山地域交流センター（東山市民セ
ンター）

多目的ホール 355.36 １時間 実費 実費 0 据置 冷暖房
市民センター条例施行規則
東山地域交流センター条例施行規
則

56
東山地域交流センター（東山市民セ
ンター）

舞台設備使用料 ― １時間 600 600 0 据置 設備利用(照明）
市民センター条例施行規則
東山地域交流センター条例施行規
則

56
東山地域交流センター（東山市民セ
ンター）

ＩＨヒーター ― 1口1時間 50 50 0 据置 その他備付電気器具使用料
市民センター条例施行規則
東山地域交流センター条例施行規
則

56
東山地域交流センター（東山市民セ
ンター）

持込電気器具等電気
料金（500ｗ以上、1kwh
まで）

― １回 50 変更 変更 変更 持込電気器具使用料
市民センター条例施行規則
東山地域交流センター条例施行規
則

56
東山地域交流センター（東山市民セ
ンター）

持込電気器具等電気
料金（500ｗ超）

―
コンセント
１箇所/1時
間

未設定 50 変更 変更 持込電気器具使用料
市民センター条例施行規則
東山地域交流センター条例施行規
則
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